
保福障支第２０５６号  

令和２年７月２９日  

 

放課後等デイサービス事業所 

管理者 様 

 

さいたま市保健福祉局福祉部障害支援課長  

（公印省略）  

 

夏休み期間中の放課後等デイサービスの休業日単価の請求について（通知） 

 

 日頃から、本市の障害福祉行政に御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記の件につきまして、下記のとおり通知いたしますので、よろしくお

願いいたします。 

 

記 

１、 対象者 本市の支給決定者 

２、 休業日単価の請求期間 令和２年８月１日から令和２年８月２４日まで 

３、 休業日単価の期間の設定理由 

さいたま市立の学校は、夏休みを８月１日から１６日までとしておりますが、他埼玉

県内の学校については、８月１日から２４日までとしている学校も多いため、他市町

村の学校に通う児童の状況も踏まえ、８月１日から８月２４日までを休業日単価とし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               （給付費に関する問合せ） 

さいたま市保健福祉局福祉部 

障害支援課 自立支援給付係  

TEL 048-829-1305    

FAX 048-829-1981    

e-mail shogai-shien@city.saitama.lg.jp 


